
執行機関

− 234 − − 235 −

執行機関

区　分

区　名

総　　　数 事　　　務　　　系 福　　　 　　　祉　　　系 一　般　技　術　系

事　　務 社会
教育 福祉 保育士 児童指導 土木造園 建築 機械 電気

構成比 構成比 構成比 構成比

総 数 58,736 （30,937） 100.0 27,263 （11,379） 75 （25） 27,338 （11,404） 46.5 1,693 （1,090） 11,092 （10,785） 2,200 （1,733） 15,035 （13,634） 25.6 2,080 （209） 1,512 （293） 269 （9） 375 （12） 5,059 （815） 8.6 総

千 代 田 923 （369） 100.0 549 （210） − 549 （210） 59.5 13 （5） 84 （82） 19 （13） 116 （100） 12.6 37 （3） 37 （7） 2 10 117 （19） 12.7 千
中 央 1,322 （682） 100.0 614 （260） 1 615 （260） 46.5 17 （8） 205 （200） 51 （47） 274 （256） 20.7 47 （5） 41 （10） 9 10 136 （26） 10.3 中

港 1,926 （907） 100.0 946 （387） 1 947 （387） 49.2 54 （39） 285 （263） 43 （36） 383 （339） 19.9 76 （12） 68 （13） 7 9 201 （37） 10.4 港

新 宿 2,569 （1,313） 100.0 1 ,197 （511） 6 （2） 1,203 （513） 46.8 118 （78） 456 （429） 50 （46） 625 （554） 24.3 88 （13） 79 （19） 14 14 （2） 245 （49） 9.5 新
文 京 1,623 （874） 100.0 744 （322） − 744 （322） 45.8 43 （31） 300 （290） 76 （54） 425 （380） 26.2 49 （7） 43 （9） 9 13 （2） 144 （31） 8.9 文
台 東 1,537 （736） 100.0 1 ,011 （454） 2 （1） 1,013 （455） 65.9 28 （18） 168 （161） 5 （4） 201 （183） 13.1 52 （8） 41 （8） 2 13 （1） 144 （32） 9.4 台

墨 田 1,900 （942） 100.0 1 ,029 （414） − 1,029 （414） 54.2 50 （25） 369 （358） 14 （11） 433 （394） 22.8 64 （2） 56 （11） 3 12 161 （22） 8.5 墨
江 東 2,605 （1,426） 100.0 1 ,174 （470） 3 （1） 1,177 （471） 45.2 27 （13） 560 （552） 121 （94） 709 （659） 27.2 72 （4） 52 （9） 10 （1） 18 184 （24） 7.1 江
品 川 2,438 （1,341） 100.0 1 ,001 （428） 6 （2） 1,007 （430） 41.3 41 （21） 647 （625） 97 （47） 789 （693） 32.4 85 （7） 54 （4） 9 （1） 16 189 （19） 7.8 品

目 黒 2,066 （1,095） 100.0 964 （420） 3 （2） 967 （422） 46.8 46 （27） 383 （368） 129 （84） 559 （479） 27.1 69 （7） 54 （9） 10 14 175 （23） 8.5 目
大 田 4,342 （2,347） 100.0 1 ,884 （785） 2 （1） 1,886 （786） 43.4 133 （83） 877 （838） 211 （200） 1,225 （1,122） 28.2 132 （10） 90 （21） 20 27 （1） 329 （53） 7.6 大
世 田 谷 4,830 （2,436） 100.0 2 ,253 （951） 5 （1） 2,258 （952） 46.7 91 （65） 823 （790） 215 （135） 1,131 （991） 23.4 246 （38） 149 （44） 18 28 （2） 487 （101） 10.1 世

渋 谷 1,849 （893） 100.0 878 （370） 7 （2） 885 （372） 47.9 9 （7） 331 （324） 8 （6） 348 （337） 18.8 46 （2） 46 （11） 9 13 （1） 140 （22） 7.6 渋
中 野 2,090 （1,114） 100.0 1 ,011 （426） 1 （1） 1,012 （427） 48.4 88 （56） 348 （338） 103 （87） 539 （481） 25.8 54 （4） 47 （5） 10 （1） 7 131 （14） 6.3 中
杉 並 3,361 （1,855） 100.0 1 ,475 （673） 4 （2） 1,479 （675） 44.0 116 （68） 656 （639） 209 （156） 984 （865） 29.3 106 （8） 75 （13） 13 （1） 17 （2） 243 （37） 7.2 杉

豊 島 1,912 （1,067） 100.0 869 （387） 1 （1） 870 （388） 45.5 145 （101） 393 （387） 38 （32） 580 （522） 30.3 63 （5） 52 （9） 10 12 171 （26） 8.9 豊
北 2,330 （1,294） 100.0 1 ,113 （476） 5 （2） 1,118 （478） 48.0 55 （26） 480 （473） 130 （117） 667 （617） 28.6 55 （7） 65 （9） 13 （1） 15 191 （34） 8.2 北

荒 川 1,454 （770） 100.0 763 （331） − 763 （331） 52.5 35 （30） 249 （240） 15 （14） 301 （286） 20.7 54 （4） 46 （14） 12 12 149 （29） 10.2 荒

板 橋 3,470 （1,866） 100.0 1 ,641 （694） 3 （1） 1,644 （695） 47.4 37 （24） 679 （660） 179 （141） 898 （826） 25.9 125 （14） 93 （13） 15 （1） 26 313 （48） 9.0 板
練 馬 4,374 （2,452） 100.0 1 ,623 （607） − 1,623 （607） 37.1 187 （107） 956 （944） 241 （174） 1,387 （1,227） 31.7 148 （18） 80 （14） 20 （1） 22 311 （48） 7.1 練
足 立 3,430 （1,687） 100.0 1 ,763 （666） 10 （3） 1,773 （669） 51.7 120 （87） 689 （682） 31 （26） 851 （801） 24.8 182 （18） 121 （23） 26 （1） 35 （1） 413 （64） 12.0 足

葛 飾 2,853 （1,565） 100.0 1 ,188 （505） 13 （3） 1,201 （508） 42.1 114 （87） 571 （562） 97 （92） 783 （741） 27.4 98 （5） 49 （7） 9 11 197 （25） 6.9 葛
江 戸 川 3,532 （1,906） 100.0 1 ,573 （632） 2 1,575 （632） 44.6 126 （84） 583 （580） 118 （117） 827 （781） 23.4 132 （8） 74 （11） 19 （1） 21 288 （32） 8.2 江
資料：特別区人事委員会『平成24年 4 月 1 日現在　特別区職員の構成』

注： 1  ．一般職に属する職員である。ただし、｢臨時職員」｢組合専従者｣「都職員､ 清掃事業移管に伴う派遣職
員」｢休職者、結核休養者」「育児休業中の職員､ 公務・通勤災害休業中の職員」「区から給与が支給され
ていない他団体等への派遣職員」「海外派遣中の職員」は含まれていない。

2 ．（　）内は、女性の職員数で内数である。
3 ．職種の内訳は、主な職種について掲載した。

Ⅻ　執行機関
80．職　　員

⑴　職種別職員数（その 1 ） （単位：人、％）（平成24年 4 月 1 日現在）



執行機関
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執行機関

区　分

区　名

医　　　療　　　技　　　術　　　系 技能系・業務系

医　　師 保 健 師
構成比 構成比

総 数 96 （58） 1,099 （1,076） 2,439 （2,264） 4.2 8,865 （2,820） 15.1

千 代 田 2 （2） 12 （12） 32 （30） 3.5 109 （10） 11.8
中 央 3 （1） 20 （20） 63 （59） 4.8 234 （81） 17.7

港 3 （2） 27 （25） 66 （57） 3.4 329 （87） 17.1

新 宿 5 （2） 54 （52） 106 （94） 4.1 390 （103） 15.2
文 京 3 （3） 26 （26） 80 （76） 4.9 230 （65） 14.2
台 東 3 （2） 30 （30） 59 （56） 3.8 120 （10） 7.8

墨 田 3 （1） 36 （33） 72 （65） 3.8 205 （47） 10.8
江 東 7 （5） 52 （49） 99 （90） 3.8 436 （182） 16.7
品 川 4 （2） 34 （34） 98 （91） 4.0 355 （108） 14.6

目 黒 3 （1） 35 （34） 103 （97） 5.0 262 （74） 12.7
大 田 5 （2） 72 （71） 172 （162） 4.0 730 （224） 16.8
世 田 谷 5 （4） 95 （95） 172 （168） 3.6 782 （224） 16.2

渋 谷 4 （3） 31 （30） 67 （64） 3.6 409 （98） 22.1
中 野 4 （2） 40 （40） 92 （82） 4.4 316 （110） 15.1
杉 並 6 （3） 64 （63） 147 （130） 4.4 508 （148） 15.1

豊 島 3 （2） 32 （32） 80 （78） 4.2 211 （53） 11.0
北 3 （2） 58 （58） 101 （97） 4.3 253 （68） 10.9

荒 川 4 （3） 38 （37） 82 （69） 5.6 159 （55） 10.9

板 橋 6 （4） 73 （72） 151 （141） 4.4 464 （156） 13.4
練 馬 6 （5） 77 （75） 200 （188） 4.6 853 （382） 19.5
足 立 6 （3） 76 （74） 152 （140） 4.4 241 （13） 7.0

葛 飾 5 （3） 48 （46） 98 （92） 3.4 574 （199） 20.1
江 戸 川 3 （1） 69 （68） 147 （138） 4.2 695 （323） 19.7
資料：特別区人事委員会『平成24年 4 月 1 日現在　特別区職員の構成』

注： 1  ．一般職に属する職員である。ただし、｢臨時職員」｢組合専従者｣「都職員､ 清掃事業移管に伴う派遣職
員」｢休職者、結核休養者」「育児休業中の職員､ 公務・通勤災害休業中の職員」「区から給与が支給され
ていない他団体等への派遣職員」「海外派遣中の職員」は含まれていない。

2 ．（　）内は、女性の職員数で内数である。
3 ．職種の内訳は、主な職種について掲載した。

区　分

区　名

総　　数
事務系・福祉系・一般技術系・医療技術系

管　　　　理　　　　職
計 統括部長 部 長 統括課長 課 長 級

構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

総 数 58,736 100.0 1,988 3.4 6 0.0 508 0.9 286 0.5 1,188 2.0

千 代 田 923 100 .0 64 6 .9 − 24 0.9 5 0 .5 35 3 .8
中 央 1,322 100 .0 60 4 .5 − 15 0.9 5 0 .4 40 3 .0

港 1,926 100 .0 87 4 .5 − 16 0.9 10 0 .5 61 3 .2

新 宿 2,569 100 .0 93 3 .6 − 25 0.9 10 0 .4 58 2 .3
文 京 1,623 100 .0 77 4 .7 − 19 0.9 7 0 .4 51 3 .1
台 東 1,537 100 .0 83 5 .4 − 21 0.9 7 0 .5 55 3 .6

墨 田 1,900 100 .0 71 3 .7 − 18 0.9 7 0 .4 46 2 .4
江 東 2,605 100 .0 79 3 .0 − 17 0.9 6 0 .2 56 2 .1
品 川 2,438 100 .0 63 2 .6 − 14 0.9 8 0 .3 41 1 .7

目 黒 2,066 100 .0 72 3 .5 − 24 0.9 7 0 .3 41 2 .0
大 田 4,342 100 .0 136 3 .1 − 39 0.9 23 0 .5 74 1 .7
世 田 谷 4,830 100 .0 157 3 .3 − 41 0.9 44 0 .9 72 1 .5

渋 谷 1,849 100 .0 65 3 .5 − 17 0.9 13 0 .7 35 1 .9
中 野 2,090 100 .0 66 3 .2 − 10 0.9 14 0 .7 42 2 .0
杉 並 3,361 100 .0 108 3 .2 − 34 0.9 15 0 .4 59 1 .8

豊 島 1,912 100 .0 80 4 .2 − 22 0.9 10 0 .5 48 2 .5
北 2,330 100 .0 82 3 .5 − 20 0.9 9 0 .4 53 2 .3

荒 川 1,454 100 .0 67 4 .6 − 21 0.9 8 0 .6 38 2 .6

板 橋 3,470 100 .0 86 2 .5 − 23 0.9 17 0 .5 46 1 .3
練 馬 4,374 100 .0 102 2 .3 6 0 .1 26 0 .9 17 0 .4 53 1 .2
足 立 3,430 100 .0 132 3 .8 − 30 0.9 22 0 .6 80 2 .3

葛 飾 2,853 100 .0 87 3 .0 − 16 0.9 18 0 .6 53 1 .9
江 戸 川 3,532 100 .0 71 2 .0 − 16 0.9 4 0 .1 51 1 .4
資料：特別区人事委員会『平成24年 4 月 1 日現在　特別区職員の構成』

注：一般職に属する職員である。ただし、｢臨時職員」｢組合専従者｣「都職員」「休職者、結核休養者」「育児休
業中の職員、公務・通勤災害休業中の職員」「区から給与が支給されていない他団体等への派遣職員」「海
外派遣中の職員」を除く。

⑴　職種別職員数（その 2 ） （単位：人、％）（平成24年 4 月 1 日現在） ⑵　職層別職員数（その 1 ） （単位：人、％）（平成24年 4 月 1 日現在）
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区　分

区　名

　　事　務　系　・　福　祉　系　・　一　般　技　術　系　・　医　療　技 術　系　　 技　　能　　系　　・　　業　　務　　系
主　　　　　　　　　　事 主　　　　　　　　　　事

計 総括係長 係　　長 主　　査 主任主事 2  級 職 1  級 職 計 総括技能長 技 能 長 技能主任 1  級 職
構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

総 数 47,883 81.5 2,694 4.6 5,391 9.2 3,080 5.2 23,131 39.4 10,510 17.9 3,077 5.2 8,865 15.1 56 0.1 542 0.9 4,461 7.6 3,806 6.5 総

千 代 田 750 81.3 70 7 .6 113 12 .2 20 2 .2 300 32 .5 191 20 .7 56 6 .1 109 11 .8 1 0 .1 10 1 .1 47 5 .1 51 5 .5 千
中 央 1,028 77 .8 38 2 .9 134 10 .1 46 3 .5 479 36 .2 242 18 .3 89 6 .7 234 17 .7 1 0 .1 14 1 .1 125 9 .5 94 7 .1 中

港 1,510 78 .4 75 3 .9 242 12 .6 58 3 .0 656 34 .1 380 19 .7 99 5 .1 329 17 .1 1 0 .1 20 1 .0 142 7 .4 166 8 .6 港

新 宿 2,086 81 .2 86 3 .3 222 8 .6 126 4 .9 943 36 .7 575 22 .4 134 5 .2 390 15 .2 3 0 .1 31 1 .2 184 7 .2 172 6 .7 新
文 京 1,316 81 .1 68 4 .2 178 11 .0 57 3 .5 581 35 .8 301 18 .5 131 8 .1 230 14 .2 1 0 .1 21 1 .3 113 7 .0 95 5 .9 文
台 東 1,334 86 .8 82 5 .3 153 10 .0 49 3 .2 578 37 .6 381 24 .8 91 5 .9 120 7 .8 1 0 .1 14 0 .9 53 3 .4 52 3 .4 台

墨 田 1,624 85 .5 81 4 .3 177 9 .3 67 3 .5 806 42 .4 398 20 .9 95 5 .0 205 10 .8 1 0 .1 14 0 .7 121 6 .4 69 3 .6 墨
江 東 2,090 80 .2 93 3 .6 239 9 .2 118 4 .5 938 36 .0 566 21 .7 136 5 .2 436 16 .7 1 0 .0 26 1 .0 226 8 .7 183 7 .0 江
品 川 2,020 82 .9 120 4 .9 170 7 .0 159 6 .5 846 34 .7 477 19 .6 248 10 .2 355 14 .6 2 0 .1 25 1 .0 160 6 .6 168 6 .9 品

目 黒 1,732 83 .8 78 3 .8 235 11 .4 126 6 .1 818 39 .6 381 18 .4 94 4 .5 262 12 .7 1 0 .0 24 1 .2 143 6 .9 94 4 .5 目
大 田 3,476 80 .1 180 4 .1 398 9 .2 225 5 .2 1 ,886 43 .4 626 14 .4 161 3 .7 730 16 .8 4 0 .1 35 0 .8 405 9 .3 286 6 .6 大
世 田 谷 3,891 80 .6 229 4 .7 478 9 .9 255 5 .3 1 ,732 35 .9 892 18 .5 305 6 .3 782 16 .2 3 0 .1 31 0 .6 489 10 .1 259 5 .4 世

渋 谷 1,375 74 .4 121 6 .5 138 7 .5 162 8 .8 627 33 .9 252 13 .6 75 4 .1 409 22 .1 1 0 .1 18 1 .0 204 11 .0 186 10 .1 渋
中 野 1,708 81 .7 108 5 .2 151 7 .2 223 10 .7 912 43 .6 251 12 .0 63 3 .0 316 15 .1 1 0 .0 13 0 .6 174 8 .3 128 6 .1 中
杉 並 2,745 81 .7 187 5 .6 290 8 .6 218 6 .5 1 ,389 41 .3 457 13 .6 204 6 .1 508 15 .1 3 0 .1 33 1 .0 309 9 .2 163 4 .8 杉

豊 島 1,621 84 .8 83 4 .3 234 12 .2 104 5 .4 861 45 .0 258 13 .5 81 4 .2 211 11 .0 1 0 .1 17 0 .9 108 5 .6 85 4 .4 豊
北 1,995 85 .6 106 4 .5 218 9 .4 108 4 .6 988 42 .4 430 18 .5 145 6 .2 253 10 .9 2 0 .1 17 0 .7 101 4 .3 133 5 .7 北

荒 川 1,228 84 .5 66 4 .5 165 11 .3 − 548 37 .7 362 24 .9 87 6 .0 159 10 .9 1 0 .1 13 0 .9 64 4 .4 81 5 .6 荒

板 橋 2,920 84 .1 176 5 .1 231 6 .7 211 6 .1 1 ,353 39 .0 718 20 .7 231 6 .7 464 13 .4 3 0 .1 21 0 .6 234 6 .7 206 5 .9 板
練 馬 3,419 78 .2 175 4 .0 406 9 .3 259 5 .9 1 ,863 42 .6 634 14 .5 82 1 .9 853 19 .5 10 0 .2 43 1 .0 467 10 .7 333 7 .6 練
足 立 3,057 89 .1 226 6 .6 373 10 .9 152 4 .4 1 ,429 41 .7 722 21 .0 155 4 .5 241 7 .0 − 25 0.7 136 4 .0 80 2 .3 足

葛 飾 2,192 76 .8 135 4 .7 220 7 .7 107 3 .8 1 ,141 40 .0 442 15 .5 147 5 .2 574 20 .1 11 0 .4 47 1 .6 199 7 .0 317 11 .1 葛
江 戸 川 2,766 78 .3 111 3 .1 226 6 .4 230 6 .5 1 ,457 41 .3 574 16 .3 168 4 .8 695 19 .7 3 0 .1 30 0 .8 257 7 .3 405 11 .5 江
資料：特別区人事委員会『平成24年 4 月 1 日現在　特別区職員の構成』

注：一般職に属する職員である。ただし、｢臨時職員」｢組合専従者｣「都職員」「休職者、結核休養者」「育児休
業中の職員、公務・通勤災害休業中の職員」「区から給与が支給されていない他団体等への派遣職員」「海
外派遣中の職員」を除く。

⑵　職層別職員数（その 2 ） （単位：人、％）（平成24年 4 月 1 日現在）
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区　分

区　名

平
成
20
年

平
成
21
年

平
成
22
年

平
成
23
年

平　成　24　年

数 対前年比
職 員 1 人
当 た り の
人　　 口

総 数 70,197 68,904 68,360 67,639 66,366 △ 1,273 129.5

千 代 田 1,146 1 ,020 1 ,020 1 ,020 1 ,020 − 48.0

中 央 1,808 1 ,808 1 ,808 1 ,808 1 ,808 − 67.2

港 2,570 2 ,570 2 ,570 2 ,570 2 ,570 − 81.7

新 宿 2,883 2 ,868 2 ,832 2 ,808 2 ,761 △47 103 .4

文 京 1,895 1 ,890 1 ,845 1 ,837 1 ,816 △21 106 .5

台 東 2,266 2 ,266 2 ,266 2 ,266 2 ,266 − 75.3

墨 田 2,040 2 ,015 1 ,985 1 ,965 1 ,945 △20 124 .0

江 東 3,621 3 ,621 3 ,621 3 ,621 2 ,970 △651 153 .8

品 川 2,606 2 ,578 2 ,551 2 ,523 2 ,497 △26 142 .0

目 黒 2,645 2 ,363 2 ,363 2 ,363 2 ,363 − 108.3

大 田 4,760 4 ,605 4 ,552 4 ,513 4 ,392 △121 154 .2

世 田 谷 5,785 5 ,785 5 ,785 5 ,785 5 ,785 − 145.6

渋 谷 2,510 2 ,510 2 ,510 2 ,510 2 ,510 − 79.9

中 野 2,501 2 ,412 2 ,297 2 ,232 2 ,172 △60 138 .0

杉 並 3,883 3 ,782 3 ,709 3 ,649 3 ,649 − 144.9

豊 島 2,230 2 ,053 2 ,053 2 ,053 2 ,053 − 121.1

北 2,592 2 ,592 2 ,592 2 ,592 2 ,592 − 122.6

荒 川 1,578 1 ,570 1 ,557 1 ,552 1 ,547 △5 123 .0

板 橋 3,779 3 ,710 3 ,653 3 ,628 3 ,572 △56 145 .4

練 馬 5,303 5 ,194 5 ,194 4 ,801 4 ,618 △183 150 .6

足 立 3,596 3 ,552 3 ,507 3 ,483 3 ,470 △13 186 .2

葛 飾 3,330 3 ,270 3 ,220 3 ,190 3 ,120 △70 139 .1

江 戸 川 4,870 4 ,870 4 ,870 4 ,870 4 ,870 − 134.2
資料：特別区人事・厚生事務組合人事企画部資料による。

注： 1 ．各区の定数条例による数値である。
2 ．｢職員 1 人当たりの人口」の算出基礎となる人口は、平成24年 4 月 1 日現在の住民基本台帳人口を用い

た。

区　分

区　名

教育委員会 選 挙 管 理
委　員　会

監　　査　　委　　員

農業委員会
計

う ち 議 員

選 出 数

う ち 識 見 を
有 す る 者
選 出 数

総 数 119 92 84 36 48 106

千 代 田 5 4 3 1 2 −

中 央 5 4 3 1 2 −

港 5 4 3 1 2 −

新 宿 6 4 4 1 3 −

文 京 5 4 3 1 2 −

台 東 5 4 3 1 2 −

墨 田 5 4 3 1 2 −

江 東 5 4 4 2 2 −

品 川 4 4 4 2 2 −

目 黒 5 4 4 2 2 −

大 田 6 4 4 2 2 −

世 田 谷 5 4 4 2 2 20

渋 谷 6 4 3 1 2 −

中 野 5 4 4 2 2 −

杉 並 5 4 4 2 2 14

豊 島 5 4 4 1 3 −

北 6 4 4 2 2 −

荒 川 5 4 3 1 2 −

板 橋 5 4 4 2 2 12

練 馬 5 4 4 2 2 20

足 立 5 4 4 2 2 12

葛 飾 6 4 4 2 2 12

江 戸 川 5 4 4 2 2 16

資料：各区資料による。

⑶　職員数（条例定数）の推移

81．行政機関及び附属機関

⑴　行政委員会及び委員数 （平成24年 4 月 1 日現在）（各年 4 月 1 日現在）



執行機関

− 242 − − 243 −

執行機関

区　分

区　名

防災会議

国民保護

協 議 会

民生委員

推せん会

公害健康

被害認定

審 査 会

保 健 所

運 営

協 議 会

感 染 症

診 査

協 議 会

国民健康

保険運営

協 議 会

介護認定

審 査 会

建 築

審 査 会

青 少 年

問 題

協 議 会

特 別 職

報 酬 等

審 議 会

興 行 場 法・
旅館業法及び
公 衆 浴 場 法
運 営 協 議 会

大 気 汚 染
障 害 者
認 定
委 員 会

公 害 健 康
被 害 補 償
診 療 報 酬
等 審 査 会

都 市 計 画

審 議 会

財 産 価 格

審議・評価

審 査 会

総 数 1,135 1,140 315 215 327 225 502 2,667 121 825 206 66 146 117 470 163 総

千 代 田 45 49 14 10 22 9 20 31 5 39 − − 6 5 20 − 千
中 央 58 58 14 9 25 8 26 60 5 55 10 − 6 6 19 − 中

港 51 51 13 9 19 5 25 60 5 30 10 − 5 7 20 8 港

新 宿 45 39 14 10 − 9 29 119 5 − 10 − 9 7 20 − 新
文 京 48 52 14 13 27 13 24 46 5 43 10 15 5 6 16 10 文
台 東 48 49 14 10 22 10 29 67 5 39 9 18 6 6 16 9 台

墨 田 50 49 14 10 26 11 20 122 5 41 10 10 5 5 22 11 墨
江 東 51 48 14 14 29 7 26 118 6 48 10 − 5 7 23 − 江
品 川 60 60 14 12 − 9 23 55 5 55 14 − 12 7 17 7 品

目 黒 29 30 7 12 27 6 20 63 5 29 10 − 5 4 21 3 目
大 田 50 52 14 11 30 15 23 281 5 29 10 − 11 6 18 9 大
世 田 谷 55 55 16 − − 11 22 238 5 24 9 − 5 − 27 6 世

渋 谷 42 42 14 12 27 12 20 75 5 40 10 15 6 7 19 − 渋
中 野 40 40 14 − − 10 18 128 5 − 10 − 5 − 23 − 中
杉 並 32 38 14 − − 7 20 149 6 22 9 − 6 − 21 10 杉

豊 島 48 48 14 13 − 12 20 112 5 27 8 − 7 5 21 12 豊
北 45 47 14 9 − 11 18 90 6 53 10 − 6 6 18 8 北

荒 川 52 48 14 12 − 12 20 60 6 38 8 8 6 5 20 8 荒

板 橋 54 54 14 11 25 12 14 114 6 20 9 − 7 7 23 16 板
練 馬 50 50 14 − − 8 23 194 5 36 10 − 6 − 26 12 練
足 立 61 64 13 14 24 5 21 180 6 56 10 − 6 7 20 14 足

葛 飾 51 51 14 12 − 12 21 185 5 44 10 − 5 7 14 − 葛
江 戸 川 70 66 14 12 24 11 20 120 5 57 − − 6 7 26 20 江
資料：各区資料による。

注： 1 ．地方自治法第138条の 4 第 3 項及び第202条の 3 の規定に基づき設置されたものである。
2 ．委員数は現員数である。
3 ．「建築審査会」の委員には、専門調査員は含まない。

4 ．会の名称は、区により異なることがある。

⑵　附属機関及び委員数（その 1 ） （平成24年 4 月 1 日現在）



執行機関

− 244 − − 245 −

執行機関

区　分

区　名

そ の 他

そ　　　　の　　　　他　　　　の　　　　附 属　　　　機　　　　関　　　　の　　　　名　　　　称（順　不　同）会
　
数

委
員
数

総　　　 数 353 4,056 総

千　 代　 田 7 82 個人情報保護審議会（9）　情報公開・個人情報保護審査会（4）　文化財保護審議会（7）　住居表示審議会（19） 介護保険運営協議会（24）　建築紛争調停委員会（3）　景観まちづくり審議会（17） 千

中　　　 央 5 49 情報公開・個人情報保護審議会（17）　情報公開・個人情報保護審査会（4） スポーツ推進審議会（10）　障害者介護給付費等の支給に関する審査会（10）　文化財保護審議会（8） 中

港 12 121 中小企業振興審議会（18）　建築紛争調停委員会（3）　環境審議会（14）　男女平等参画推進会議（14） 情報公開運営審議会（13）　個人情報保護運営審議会（10）　情報公開・個人情報保護審査会（5）　文化財保護審議会（8）　障害程度区分審査会（10） 港
景観審議会（11）　地区まちづくりルール審査会（6）　社会教育委員（9）

新　　　 宿 21 296 区民の声委員会（3）　情報公開・個人情報保護審査会（5）　情報公開・個人情報保護審議会（15）　外部評価委員会（15） 名誉区民選定委員会（6）　男女共同参画推進会議（15）　公益保護委員（3）　住居表示審議会（14）　介護給付費等の支給に関する審査会（12） 新
障害者施策推進協議会（29）　リサイクル清掃審議会（22）　環境審議会（16）　みどりの推進審議会（15） 景観まちづくり審議会（16）　建築紛争調停委員会（5）　住宅まちづくり審議会（17）　社会教育委員（10）　文化芸術振興会議（11）　文化財保護審議会（10）
産業振興会議（13）　次世代育成協議会（44）

文　　　 京 10 122 奨学生選考委員会（7）　文化財保護審議会（7）　障害者介護給付費等の支給に関する審査会（10） 情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会（8）　「文の京」安全・安心まちづくり協議会（34）　リサイクル清掃審議会（21）　景観審議会（20） 文
建築紛争調停委員会（3）　教育改革区民会議（0）　男女平等参画推進会議（12）

台　　　 東 10 92 奨学資金貸付選考委員会（6）　障害程度区分審査会（15）　廃棄物減量等推進審議会（12）　景観審議会（12） 建築紛争調停委員会（5）　情報公開及び個人情報保護制度運営審議会（7）　情報公開及び個人情報保護審査会（5）　みどりの審議会（13）　社会教育委員（9） 台
文化財保護審議会（8）

墨　　　 田 12 127 情報公開及び個人情報保護審査会（5）　情報公開制度及び個人情報保護制度運営協議会（10） 男女共同参画推進委員会（15）　男女共同参画苦情調整委員会（3）　生活安全推進協議会（28）　廃棄物減量等推進審議会（19） 墨
環境審議会（15）　まちづくり検討委員会（6）　景観審議会（9）　建築紛争調停委員会（4） 学童災害共済審査会（8）　文化財保護審議会（5）

江　　　 東 10 105 情報公開審議会（4）　個人情報保護審議会（4）　生活安全対策協議会（20）　男女共同参画審議会（15） 介護給付費等の支給に関する審査会（10）　環境審議会（14）　建築紛争調停委員会（4）　都市景観審議会（15）　奨学資金貸付審査会（13） 江
文化財保護審議会（6）

品　　　 川 13 157 情報公開等審議会（3）　奨学金運営委員会（10）　生活安全協議会（27）　消防団運営委員会（18） 介護保険制度推進委員会（18）　障害者介護給付費等支給審査会（13）　廃棄物減量等推進審議会（15）　交通安全対策会議（26）　建築紛争調停委員会（4） 品
債権管理審議会（4）　景観審議会（9）　社会教育委員（−）　文化財保護審議会（10）

目　　　 黒 21 190 長期計画審議会（−）　施設建設紛争調整委員会（−）　情報公開・個人情報保護審議会（21） 情報公開・個人情報審査会（3）　名誉区民選定委員会（−）　区議会会派等政務調査費審議会（−）　職員倫理審査会（3）　男女平等・共同参画オンブーズ（2） 目
男女平等・共同参画審議会（14）　地域福祉審議会（23）　保健福祉サービス苦情調整委員（3） 障害程度区分判定審査会（15）　子ども施策推進会議（21）　子どもの権利擁護委員（2）　建築紛争調停委員会（3）　景観審議会（7）　住宅政策審議会（17）
環境審議会（21）　廃棄物減量等推進審議会（20）　社会教育委員（8）　文化財保護審議会（7）

大　　　 田 10 77 情報公開・個人情報保護審査会（3）　情報公開・個人情報保護審議会（9）　まちづくり認定審査会（10） 消費者被害救済委員会（10）　中小企業融資あっせん審査会（8）　建築紛争調停委員会（4）　区営住宅高額所得者審査会（5）　奨学金貸付審査会（12） 大
文化財保護審議会（8）　スポーツ推進審議会（8）

世　 田　 谷 24 294 地域保健福祉審議会（20）　障害認定審査会（62）　風景づくり委員会（7）　ユニバーサルデザイン環境整備審議会（17） 建築紛争調停委員会（4）　住宅委員会（13）　区営住宅高額所得者審査会（3）　環境審議会（14）　基本構想審議会（6）　自転車等駐車対策協議会（20） 世
消防団運営委員会（6）　中小商工業振興対策委員会（14）　農業振興対策委員会（15） 文化財保護審議会（11）　情報公開・個人情報保護審議会（14）　情報公開・個人情報保護審査会（5）　保健福祉サービス苦情審査会（5）
保健福祉サービス向上委員会（5）　消費生活審議会（11）　世田谷美術館美術品等収集委員会（4） 世田谷文学館文学資料等収集委員会（4）　スポーツ振興審議会（16）　社会教育委員の会議（10）　予防接種健康被害問責委員会（8）

資料：各区資料による。
注： 1 ．地方自治法第138条の 4 第 3 項及び第202条の 3 の規定に基づき設置されたものである。

2 ．委員数は現員数である。
3 ．附属機関の「区名」の名称は省略した。
4 ．機関により任期満了等に伴い委員が不在の時は、機関名のみを記載した。

⑵　附属機関及び委員数（その 2 ）総数～世田谷区 （平成24年 4 月 1 日現在）



執行機関

− 246 − − 247 −

執行機関

⑵　附属機関及び委員数（その 3 ）渋谷区～江戸川区 （平成24年 4 月 1 日現在）

区　分

区　名

そ の 他

そ　　　　の　　　　他　　　　の　　　　附 属　　　　機　　　　関　　　　の　　　　名　　　　称（順　不　同）会
　
数

委
員
数

渋　　　 谷 17 210 個人情報の保護及び情報公開審議会（13）　個人情報の保護及び情報公開審査会（5） 平和・国際都市渋谷の日事業推進協議会（26）　特定商業施設立地調整審議会（5）　福祉サービス利用者権利保護委員会（9） 渋
障害程度区分判定等審査会（10）　介護保険運営協議会（21）　安全・安心まちづくり協議会（34） まちづくり審議会（8）　ホテル等建築審議会（6）　ダイオキシン問題等審議会（7）　清掃・リサイクル審議会（25）　奨学資金運営委員会（12）
文化財保護審議会（5）　文化芸術振興推進協議会（15）　建築紛争調停委員会（6）　住環境整備審議会（3）

中　　　 野 21 147 情報公開審査会（5）　個人情報保護審査会（5）　個人情報保護審議会（14）　区民公益活動推進協議会（10） 環境審議会（−）　廃棄物減量等推進審議会（−）　男女平等専門委員会（3）　保健福祉審議会（22）　福祉サービス苦情調整委員（2） 中
民間福祉サービス紛争調停委員（3）　障害者の障害程度区分に係る審査及び判定等に関する審査会（24） 建築紛争調停委員会（5）　自転車等駐車対策協議会（−）　住宅政策審議会（−）　社会教育委員（6）　文化財保護審議会（8）　食品安全委員会（−）
法令遵守審査会（3）　入札監視委員会（3）　次世代育成推進審議会（20）　地球温暖化防止対策審議会（14）

杉　　　 並 18 218 情報公開・個人情報保護審議会（20）　情報公開・個人情報保護審査会（3）　名誉区民審議会（0）　公益監察員（2） 生活安全協議会（20）　NPO等活動推進協議会（10）　特定商業施設の出店及び営業に伴う住宅地環境審議会（5） 杉
保健福祉サービス苦情調整委員（3）　障害者介護給付費等の支給に関する審査会（30）　介護保険運営協議会（22） 建築紛争調停委員会（4）　まちづくり景観審議会（15）　自転車等駐車対策協議会（24）　環境清掃審議会（21）
文化財保護審議会（7）　社会教育委員（7）　郷土博物館運営協議会（12）　図書館協議会（13）

豊　　　 島 19 220 行政情報公開・個人情報保護審査会（5）　行政情報公開・個人情報保護審議会（14）　表彰審査会（15） 男女共同参画推進会議（15）　男女共同参画苦情処理委員（2）　商工政策審議会（10）　生涯学習推進協議会（10）　環境審議会（23） 豊
リサイクル・清掃審議会（23）　保健福祉審議会（28）　障害認定審査会（10）　アメニティ形成審議会（14） 住宅対策審議会（14）　建築紛争調停委員会（6）　自転車等駐車対策協議会（25）　文化財保護審議会（6）
基本構想審議会（−）　自治推進委員会（−）　中規模小売店舗立地調整審議会（−）

北 19 266 政治倫理審査会（5）　情報公開・個人情報保護救済委員会（5）　情報公開・個人情報保護制度運営審議会（17）　 生活安全推進協議会（31）　消防団運営委員会（18）　中小企業従業員退職金等共済運営審議会（10）　環境審議会（17）　健康づくり推進協議会（22） 北
障害者介護給付費等審査会（20）　介護保険運営協議会（25）　男女共同参画審議会（20）　男女共同参画苦情解決委員会（3） 都市景観づくり審議会（19）　建築紛争調停委員会（3）　区営住宅高額所得者審査委員会（3）　奨学資金貸付審査会（11）　文化財保護審議会（8）
飛鳥山博物館運営協議会（10）　要保護児童対策地域協議会（19）

荒　　　 川 11 143 社会教育委員（9）　文化財保護審議会（7）　景観審議会（16）　住宅対策審議会（15）　建築紛争調停委員会（6） 交通安全対策協議会（39）　個人情報保護運営審議会（10）　情報公開・個人情報保護審査会（5）　環境審議会（16） 荒
生活環境審査会（5）　障害者介護給付費等の支給に関する審査会（15）

板　　　 橋 19 184 長期基本計画審議会（−）　情報公開及び個人情報保護審議会（15）　情報公開及び個人情報保護審査会（5） 公文書館運営委員会（−）　表彰審査会（13）　住宅対策審議会（15）　区営住宅等高額所得者審査会（−）　保健福祉オンブズマン（4） 板
バリアフリー推進協議会（15）　障がい者介護給付費等審査会（22）　男女平等参画審議会（15） 男女平等参画苦情処理委員会（3）　資源環境審議会（22）　景観策定審議会（15）　建築紛争調整委員会（6）　区立学校適正規模及び適正配置審議会（−）
文化財保護審議会（9）　美術館運営協議会（10）　地域精神保健福祉連絡協議会（15）

練　　　 馬 16 309 安全・安心協議会（51）　情報公開および個人情報保護審査会（5）　情報公開および個人情報保護運営審議会（23） 保健福祉サービス苦情調整委員（3）　介護保険運営協議会（20）　地域密着型サービス運営委員会（20）　障害者給付審査会（50） 練
地域包括支援センター運営協議会（20）　環境審議会（18）　循環型社会推進会議（16）　緑化委員会（21） 自転車駐車対策協議会（20）　東京都市計画事業土支田中央土地区画整理審議会（10）　文化財保護審議会（8）
美術館運営協議会（19）　建築紛争調停委員会（5）

足　　　 立 28 334 情報公開・個人情報保護審査会（5）　情報公開・個人情報保護審議会（16）　公共サービス改革委員会（−） 区民評価委員会（11）　経済活性化会議（29）　地域保健福祉推進協議会（50）　福祉サービス苦情等解決委員会（6）　障害者自立支援給付審査会（36） 足
環境審議会（15）　環境基金審査会（9）　都民ゴルフ場運営協議会（9）　佐野六木土地区画整理審議会（10） 上沼田南土地区画整理審議会（10）　景観審議会（16）　住宅政策審議会（−）　建築紛争調停委員会（4）　育英資金貸付審議会（10）　社会教育委員会議（−）
文化財保護審議会（9）　生活安全推進協議会（41）　協働パートナー基金審査会（7）　成年後見制度審査会（4）） 老朽家屋等審議会（9）　柔道整復療養費案件調査委員会（3）　男女共同参画推進委員会（15）　子ども元気基金審査会（10）
竹ノ塚駅公共駐車場指定管理者選定審査会（−）　民営自転車等駐車場補助金交付審査委員会（−）

葛　　　 飾 17 212 個人情報保護委員会（12）　個人情報保護審査会（5）　情報公開審査会（5）　情報公開運営委員会（14） 男女平等推進審議会（17）　福祉サービス苦情調整委員（3）　障害福祉サービス給付認定審査会（22）　介護保険事業審議会（30）　建築紛争調停委員会（5） 葛
交通安全協議会（37）　学校保健委員会（17）　社会教育委員の会議（8）　文化財保護審議会（5） 郷土と天文の博物館運営協議会（7）　東京都市計画事業南水元土地区画整理審議会（10）　消費者被害救済委員会（7）　消費生活対策審議会（8）

江　 戸　 川 13 101 文化財保護審議会（8）　廃棄物減量等推進審議会（15）　奨学生選考委員会（19）　建築紛争調停委員会（3） 景観審議会（7）　東京都市計画事業瑞江駅北部土地区画整理審議会（10）　東京都市計画事業瑞江駅北部土地区画整理評価員（4） 江
東京都市計画事業篠崎駅西部土地区画整理審議会（9）　東京都市計画事業篠崎駅西部土地区画整理評価員（3） 北小岩一丁目東部土地区画整理審議会（10）　情報公開及び個人情報保護審査会（5）　公共調達審査会（5）　公共調達監視委員会（3）

資料：各区資料による。
注： 1 ．地方自治法第138条の 4 第 3 項及び第202条の 3 の規定に基づき設置されたものである。

2 ．委員数は現員数である。
3 ．附属機関の「区名」の名称は省略した。
4 ．機関により任期満了等に伴い委員が不在の時は、機関名のみを記載した。


